
大規模災害時における相互協力に関する基本協定 

 富良野市（以下、「甲」という。）と北海道電力株式会社（以下、「乙」という。）及

び北海道電力ネットワーク株式会社（以下、「丙」という。）は、大規模災害等が発生又

は発生するおそれがある場合の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に、甲、乙及び丙

が相互に協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図る

ことを目的とする。 

（災害発生時の情報共有） 

第２条 乙及び丙は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合には、甲からの

要請に基づき、可能な限り甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣する。 

また、甲、乙及び丙で相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共

有に努めるものとする。 

２．甲、乙及び丙が共有する主な情報は次の各号に定める。 

（１）乙及び丙が甲に提供する情報

ア 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込

み 

イ 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況

（２）甲が乙及び丙に提供する情報

ア 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況

イ 住民から提供された停電情報

ウ 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況

エ 住民が避難している地域、甲が把握している避難場所等

（復旧における相互協力） 

第３条 甲、乙及び丙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が

困難な場合は、それぞれがもつ施設・敷地・資機材・物資・人材等の資源提供について

可能な範囲で相互に協力を行う。 

（連絡体制の確立） 

第４条 甲、乙及び丙は、第２条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立す

る。 

２．乙及び丙は、甲との連絡体制を毎年４月に確認することとし、変更があった場合には、

直ちに相手方に報告するものとする。 

（連携訓練等の実施） 

第５条 甲、乙及び丙は、この協定に定める内容を大規模災害等が発生又は発生するおそ

れがある場合に円滑に行うため、連携訓練又は意見交換などを原則として年１回以上実

施するものとする。 

なお、訓練や意見交換などの内容については、甲、乙及び丙で協議のうえ決定する。 

（重要施設の優先供給） 

第６条 乙及び丙は、電力復旧計画の策定にあたっては、次に掲げる重要施設の優先供給



について十分に配慮しなければならない。 

（１）生命の危険に直結する医療施設等

（２）避難所として開設されている施設

（３）災害対応の中枢機能となる甲が設置する災害対策本部が存在する施設

（秘密の保持） 

第７条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示

又は漏えいしてはならない。 

（他の協定等との関係） 

第８条 この協定は、甲、乙及び丙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に

基づく協力内容を妨げるものではない。 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。 

なお、協定期間が満了する１か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも変更又は解除

の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から更に１年間継続するものとし、

以降も同様とする。 

（細目協定等の締結） 

第１０条 この協定の各条項に定める甲、乙及び丙の役割や具体的な実施事項等について

は、甲、乙及び丙の合意により別途細目協定又は覚書を作成し保有するものとする。 

（協 議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及

び丙で協議のうえ決定するものとする。 

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙おのおのその１通を所持する。 

２０２１年２月１日 

甲 富 良 野 市 長 北   猛 俊 

乙 北海道電力株式会社

執行役員 総務部長  鹿 内  公 明 

丙 北海道電力ネットワーク株式会社

旭川支店長 片 山  幸 一 




